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日本の文化情報戦略基盤「国立デジタル文化資産振興センター(仮称)」設立構想提言
2020年東京五輪を契機とした「文化立国」実現に向けて

検討要旨

ビジョンーオ'ぜム
・日本の文化戦略の立ち遅れ(欧米・アジア国家レベルでの戦略攻勢、脆弱な恒久保存・活用基盤)
・2020年東京五輪開催契機、国内外への「冥本文化」魅力発信=正しい日本文化理解へ

(国際交流、日本の誇り・アイデンティティ=りスペクトされる日本=「文化立国」実現へ)
「デジタノレ」による文化資源の活用(=デジタル文化資産)士台づくりの重要性

(デジタルで「情報を届けやすく」「現物(有形・無汗のにはない新たな価値を提供」)
デジタルの脆弱さを補う恒久保存基盤体制の確立

「恒久保存」と「活用」の中核を担う強力な推進母体(司令塔)としての戦略センターの必要性
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・国として主管組織を国立の組織として位置づけ検討(「文化立国」のための国家戦略の推進母体)
・必要となる役割・機能は充分な検討が必要

ただし、2020年東京五輪まで時間が限られ、早急に進める必要ありーー,

→そのため、産官学が合同で連携する推進体制(文化庁と国立国会図書館を含む)をスタートアップし
「文化立国」のための国家戦略を立案、
戦略センターとしての本センターの役害1・機能・主管を具体化
(本委員会では、その司令塔として例えぱ内閉官房が相応しい等の意見あの

・これまでにないあらたな枠組みでの主管組織整備を今後検討することについても委員から言及あり
→例えば、三権から独立した主管形態や、1T・テクノロジー・知財などの領域を包含す、るあらたな行政組織とし

て、文化省の設立を念頭におく、などの意見も。

一主"

ヒ

L のか?

2014年5月23日
一般財団法人デジタル文化財創出機構
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趣亙三回

多様な文化資源のデジタル化とデータ蓄積および各種デジタルアーカイブ相互連携基盤整備への早期着手が急務
・デジタルコンテンツを最も火量に取り扱う業務実繊を有し、今後も書籍分野の文化資源の火規模デジタル化およ
び段階的なウ=ブ情報の制度的収集を計画する国立国会図書館が、予算面・人員面の強化をはじめとする条件整
備等の措置を前提として、この役割を担うことが望ましい

・恒久保存の技術的解決方策は継続検討(恒久保存メディア開発、マイグレーション・エミュレーション等)

として

4 ージタル
1-

国内外に文化情報を発信する基盤(ポータノレ)構築・運用
2 -フ
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・集積したデジタル文化情報から二次的情殺として新たなデジタル文化資産(ロンテンツ)を創造
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・数値厩標を含む基本計画策定を国に義務づける(主管する担当組織の設置)
・公的助成を受けた事業の、データ公開の義務化
・孤児著作物対策(裁定制度調査要件緩和、民間委託代行など)
・所有権・肖像権の権利者不明作品についての活用促進の法制度検討
・デジタルアーキビスト育成(名称独占制度是非の検討ほか)
・社会的に活用しやすいようデジタル化の阻害要因を緩和・優遇する税制措置
・多言語化促進
・諸外国のアーカイブとの相互接続の検討

コンテンツ
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(2種類の「活用」を見据えた整備を実施)
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日本の文化情報戦略基盤

「国立デジタル文化資産振興センター(仮称)」

設立構想提言

2020年東京五輪を契機とした「文化立国」実現に向けて

2014年5月23日

センター設立検討委員会

一般財団法人デジタル文化財創出機構



はじめに

デジタルによる日本文化の「恒久保存・継承・公開・活用」の戦略ビジョン

2020年東京オリンビック開催の決定を受け、魅力的な日本文化の国内外に向けた発信を質・量と

もに直ちに向上させ、2020年までに国際社会における日本のプレゼンスを向上させることが、ます

ます重要性を増している。東京五輪は、日本が「文化立国」として、国際競争力を再び高めるため

の絶好のチャンスであり、攻めの一手が渇望される。

わが国では、近年、ミュージアム、図書館、大学、民間企業、寺社などが保有するさまざまな文

化資源のデジタルアーカイブによる「デジタル文化資産」の活用が進みつつぁる。しかし、それら

は各機関の自己努力による断片的な取り組みであり、各機関相互の連携・足並みは十分とはいえず、

また、日本全体を統括的に佑瞰した戦略であるとは雷い難い。そこには、瞬時に消失のりスクを抱

えるデジタルデータ特有の脆弱性やバックァップ機能を考慮したデータの恒久保存という課題を

はじめ、人材不足課題、資金不足課題、権利処理コスト課題など、デジタル文化資産の活性化を阻

害する要因が構造的・複合的に内包されており、緊急、に解決すべき問題が山積している。

一方、海外の動向を眺めると、民間資本による冒本文化の取り込み・囲い込みの脅威や、アジア

諸国(中国・韓国)の国家レベルでの戦略展開、欧州におけるデファクト化の動きゃ文化情報発信

基盤(EU の Eur叩eana (ヨーロピアーナ))の推進など、文化情報を活用した国家戦略が着々と進

められており、このままでは日本が世界から立ち遅れてしまう危機感が膨れる一方である。

「魅力的な日本」に接する機会づくりと、それをきっかけとして「日本文化」を正しく、より深

く理解するには、我が国の貴重な財産としての文化資産を全国規模で佑瞰した上で国内外へ効果的

に情報発信するとともに、それら文化情報を「コンテンツ」や「サービス1に編集・加工すること

でうまれる「デジタル文化資産」活用の土台づくりが重要であり、その基盤整備への着手は 2014

年のこのタイミングをおいてほかにはない。そのためには、先述したデータ保存課題、人材不足問

題、資金不足問題、権利処理コスト問題など、デジタル文化資産の活性化を阻害する課題を様々な

観点から洗い出した上で、これを制度的に克服する方策(人材育成策・予算措置,権利処理に関す

る法改正など)を導き出し、文化戦略を国際競争力の重要軸に位置づけしっかりと実現していくこ

とが肝要であり、このような戦略を実行力を持って継続的に実現するためにも、その中核を担う強

力な推進母体(司令塔)とレての組織・体制が必要である。個別機閧の多重投資による非効率を脱

し、社会全体での大幅なコストダウンと、デジタル文化資産を活用した事業機会の創出と拡大によ

る経済的波及効果を見据えた戦略展開こそ、「文化立国」実現のための、国の最重要課題である。
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これら課題解決に向け、2侃2年6月に、超党派国会議員による「デジタル文化資産推進議員連盟」

が発足した。2013年H月に開催された同議連総会で、一般財団法人デジタル文化財創出機構から

『国立デジタル文化情報保存センター(イ断尓)設立骨子案』が提案され、その具体化に向けた議論

整理を開始することで合意、20H年2月から3月末にかけて、有識者による検討を委員会方式で実

施した。「国立デジタル文化情報保存センター(仮称:本書では以下「センター」と呼称)設立構

想具体化に向けた『設立基本計画検討委員会』」では、「コンテンツ立国」「文化立国」を実現する

ための国家戦略の在り方・全体像について検討、そのほか小委員会として、 a)デジタル文化資産

の保存と活用の在り方については「「保存と公開」基盤検討委員会」、②デジタル文化資産活性化

に向けた法制度の在り方にっいては「活用に向けた権利課題/法制化検討委員会」でそれぞれ検討

を行った。

本書は上記3つの委員会の検討内容をとりまとめたもので、「文化立国」実現に向けた推進母体

として、国による戦略基盤となるセンター設立構想を中心に>必要となる重要課題の抽出と解決に

向けた方向性を提喬するものである。まず初めに、デジタルアーカイブ活性化・日本文化のデジタ

ル発信促進・恒久保存の中核を担うセンターの設立構想、について第一部としてまとめ、その上で、

「『保存と公開』基盤検討委員会」が中心となって検討したデジタル文化資産の「恒久保存」と「活

用」の在り方に関する検討結果について第二部に、最後に、「活用に向けた権利課題/法制化検討

委員会」が中心となって検討した、デジタル文化資産活性化に向けた法制度の在り方に関する検副

結果について第三部としてまとめた。

2020年東京五輪開催というエポックは、「スポーツの祭典」としてだけでなく「文化の祭典」と

して、日本文化や日本の魅力、日本の誇り・アイデンティティを世界に知らしめる基盤整備の最大

にして絶好のチャンスである。日本が世界に誇るべき有形・無形の文化資産をデジタル技術を利用

して情報として発信し世界中に届け「日本文化のフフンになってもらう」ことを可能にする基盤整

備を短期集中で進め、さらにはそれら情報のコンテンッ化やサービス化を通じて、日本文化をより

正しく、より深く、より楽しく理解を促すための「デジタル文化資産の活用」を国家戦略として取

組み、その推進基盤整備を通じた、世界の見本となる「文化立国」=「りスペクトされる日本」の

笑現こそが、国家の成長戦略としても位置づけられると同時に、今後日本が世界の中で国際的なプ

レゼンスを向上させ確固たるポジションを築く唯一の方策である。
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■海外に向けた文化情報発信の現状

海外に向けた文化情報発信を念頭に置いた場合、大多数の海外ユーザーと日本文化との最初の接

点はインターネットで提供される情報が主であり、ネット上でどれだけの質・量の日本文化に接す

ることができるかで、日本の文化・産業に対する認識,印象が大きく異なることは想像に難くない。

残念ながら、ネット上で世界のユーザーが閲覧することのできる日本のコンテンツの数は、欧米

をはじめとする先進国の中でも極めて見劣りするのが現状である。例えば、別の巨大デジタルア」

カイブ「Europeana (ヨーロピアーナ)」は既に3,000万点のコンテンツのインターネツト公開を実

現してぃるのに対し、我が国のネット公開コンテンツは、主要なデジタル文化資産をかき集めても、

概ね200万点前後に過ぎないと推計される。また、欧米のデジタルアーカイブは、相互接続を利用

した統ーゲートゥエイ化が進んでいるのに対し、我が国は進展が低調でありそれぞれが分断されて

いるのが現状である。さらに、多くは国内向けの日本語サイトしか用意していない結果、日本語を

半瑪売できない海外ユーザーにとっては、高いハードルが二重に課されている状態である。

この点、日本文化に対する海外の関心自体は、決して低くはない。むしろ、近年は明らかな上昇

傾向さえ見て取れる。例えば、パリの汀即即 EXPO」の入場者数が年々記録を更新し遂に20万人

を超えたことはよく知られているところであり、上記の Europeana において 2013年に検索された

あらゆるキーワードの中で、第4位は"Japan"であった。しかし残念ながら、 Europeana をはじめ

大半の非日本語サイトには、彼らが期待するような日本のコンテンツは十分収録されていない。も

し彼らが"J即an"と検索して膨大で質の高い日本のデジタル文化資産・コンテンツに接すること

ができれぱ、さらに日本のファン、日本の味方となってくれていたかもしれない。このことは文化

のみならず、観光・教育・研究・ビジネスなどあらゆるジャンルで言える。

このように、国際社会における日本のプレゼンスを向上させる上で、デジタル技術を利用した情

級発信は決定的な鍵となる。そこで、日本の文化資産デジタル化による「恒久保存・継承,発信

活用」を国家戦略と位置付け、特に「発信」においては、①ネット上で閲覧可能なデジタルコンテ

ンッの質・量の飛躍的向上(2020年までに2,000万件)と、②分かりやすい一元的な検索窓口と

しての統ーゲートゥエイ(多言語対応)の創設に向け、国家的に取り組むことは喫緊の課題である0

本書は、これら「日本文化に接するきっかけづくり」として2020年東京五輪開催を好機とした

一次情報による発信基盤の短期的・飛躍的整備に加え、さらに、より正しく、より深く、より楽し

く日本文化の理解を進めるために、一次情報を加工・編集し再創造される二次的なコンテンツやサ

ービス、すなわち、「デジタル文化資産」による活用を念頭においた「恒久保存・継承・発信・活

用」の基盤整備を国として戦略的に推進することの重要性を訴えるものである。

、
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【「検討委員会」委員一覧】

①設立基本計画検討委員会(略称:親委員会)

委員長:長尾真(一般財団法人デジタル文化財創出機構業務執行理事、京都府特別顧問)

委貝:伊藤隆彦(鹿島建設株式会社開発事業本部開発計画部長)

大滝則忠、(国立国会図書館長)

樺山紘一(印刷博物館館長)

栗原祐司(国立文化財機構本部事務局長)

佐々木丞平(国立文化財機構理事長、京都国立博物館館長)

清水宏一(亀岡商工会議所専務理事、元京都市観光政策監)

高野明彦(国立情報学研究所連想情報学研究開発センター長・教1劉

中村伊知哉(慶應義塾大学大学院メディアデ〒イン研究科孝対受)

中山信弘(明治大学特任教授・東京大学名誉教授)

平川新(東北大学災害科学国際研究所所長)

福井健策(骨董通り法律事務所代表パートナー弁護士)

本田牧雄(一般財団法人デジタル文化財創出機構代表理事・)

馬渕明子(国立美術館理事長、国立西洋美術館館長)

南学(東洋大学大学院客員教授)

吉見俊哉(東京大学大学院情籔学環教授,副学長)

オプザーパ':平林正吉(文化庁長官官房政策課長)

三村洋史(文化庁文化部芸術文化課主任芸術文化劃査官)

②「保存と公開」基盤検討委員会(略称:基盤検討委員会)

委員長:高野明彦(風立情報学研究所連想情報学研究開発センター長・教1劉

副委員長:栗原祐司(国立文化財機構本部事務局長)

太田直久(慶應義塾大学大学院メディアデ〒イン研究科孝対受)委員

研谷紀夫咽西大学総合情報学部准教授)

中山正樹(国立国会図書館調査及び立法考査局専門調査員総務部司書監)

福島幸宏(京都府立総合資料館)

松岡資明佃本経済新聞社)

丸川雄三(国立民族学博物館先端人類科学研究音扮

オブリーバ:舟橋徹(文化庁文化部芸術文化課長)

三村洋史(文化庁文化部芸術文化課主任芸術文化調査官)
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③活用に向けた権利課劉法制化検討委員会(略称:法制化委員会)

委員長:福井健策(骨董通り法律事務所代表パートナー弁護士)

委員:生貝直人(国立情報学研究所特任研究員、

東京芸大総合芸術アーカイブセンター特別研究員)

今村哲也(明治大学大学院情報コミュニケーション研究科准教授)

太下義之(三菱U円りサーチ&コンサルティング芸術・文化政策センター長/主席研究員)

上妻博明(元衆議院法制局参事)

古賀崇(天理大学人間学部総合教育研究センター准教授)

オブザーハ':山中弘美(文化庁長官官房著作権課著作物流通推進室長)

【事務局】

本田牧雄(一般財団法人デジタル文化財創出機構代表理事)

植山秀治(一般財団法人デジタル文化財創出機構事務局長)

中村直靖(一般財団法人デジタル文化財創出機構事務局主幹)

樋澤明(一般財団法人デジタル文化財創出機構研究主幹)

加茂竜一(一般財団法人デジタル文化財創出機構研究主幹)

五嶋孝(一般財団法人デジタル文化財創出機構事務局)

中村昌太(一般財団法人デジタル文化財創出機構事務局)

宮下治枝(一般財団法人デジタル文化財創出機構事務局)

中川隆太郎(骨董通り法律事務所弁護士)
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はじめに

第一部国立デジタル文化資産振興センター(仮称)基本構想

1.概要(センター設立に向けて)

デジタルによる日本文化の恒久保存・発信・活用の戦略ビジョン

2.センターの役割(機能/事業内容)

(1)デジタル文化資産の「恒久保存基盤」構築と運用

(2)地域及びイ也機関との相互連携

③普及啓蒙・国際発信(情報発信基盤)

④事業創出・活用促進

⑤人材育成支援

⑥その他(現物保管等)

目次

3.組織体系

①設置根拠(根拠法令)

②主管組織(設立推進体制の整備)

③恒久保存基盤整備の着手

④部門構成

⑤連携組織体制

⑥財源(予算確保)

4.センター施設概
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第二部デジタル文化資産の「恒久保存」と「活用」の在り方

1.概要

2.保存恒久保存環境実現に向けた技術基盤整備

恒久保存環境の必要性

恒久保存の方策

3.収の文象となる文化資源の範囲

文化資源の領域

公的資金投入によるデジタル化

その他対象範囲

4 「活用につぃて:文化資源のデジタルによる「活用

8

文化資源・文化情報・文化資産の定義

「活用」の層別

「デジタル文化情報」の公開・発信(メタデータ等、データ仕様の策定)

データの集約と発信(センターの役割・機能の範囲、目標値の設定)

【参考資料】

5.まとめ

第三部デジタルアーカイブ振興に向けた法制度の在り方

1.概要

2.現状の確認

3,法的課題の洗い出し及びその検討

一段階)

①
②

1
 
2
 
3

1
 
2
 
3
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第一部国立デジタル文化資産振興センター(仮称)基本構想

1.概要(センター設立に向けて)

前述の通り、「デジタル文化資産推進議連」での検討をふまえ、デジタル文化資産を巡る様々な

課題を解決する方策にっいて有識者による検討を行った結果として、国による文化情報の統括基盤

として「国立デジタル文化資産振興センター(仮称)」(以下「センター」という)の設立を提言す

る。

なお本センターの名称にっいては、検討当初「国立デジタル文化情報保存センター」と仮称して

いたが、本センターの役割は「保存」だけではなく、「活用」の戦略センターとしても位置づける

ことを前提とするため、本書では「国立デジタル文化資産振興センター」と仮称して記載する。な

お、「国立デジタル文化振興センター」など名称案は他にもあり、より相応しい名称を今後も継続

して検討するものとする。また国としての中核的推進母体であることを考慮し、英訳すると

「National Digital ATchive」と呼び得るものが世界的にも通用力があるということも検討材料・の

ーつとする。

2,センターの役割(機能/事業内容

①デジタル文化資産の「恒久保存基盤」構築と運用

デジタル技術をうまく活用して日本文化の魅力を伝えることは今後ますます有効な手段となる

が、一方でデジタルデータは瞬時に消失する危険性を伴うなど脆弱である。各個別機関に蓄積され

るデジタルデータの死蔵防止や、災害時のダメージを食い止めるバックァップ機能などを含め、文

化を継承し有効に活用するため、国として安全堅牢に恒久保存する金庫としての物理的環境整備

(ハード及びソフト)が急務であり、センターの大きな役割として位置づける。

ただし、具体的なシステムや仕組みは、さまざまな方策が考えられ、今後技術的進展も進むこと

が想定されることから、長期的視点で潮流を調査検討し、方針決定の材料とすることが望ましい。

そのために必要な技術開発は、世界的な動向を注視しつつ、日本発のワールドスタンダードとして

開発することを想定する。具体的には、①あらたな恒久保存メディア、の開発 QO0年10舶年単位で

保存可能メディアの開発と運用)や、②データ読み替え技術開発(マイグレーシ"ン、エミユレー

シ.ン等)を念頭に、また、データを格納するサーバシステムは少なくとも国内に2力所以上設置

するなど、りスク分散することも重要な視点であろう信羊細は第二部を参R引。

また、センターがすべてのデータを受け入れることは現実的には無理があるため、データ受け入
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れ/格納のために必要な条件も整備・策定し、優先順位を確定するための審査機能の導入も念頭に

おいて整備を進めることが望まれる。

(2)地域及びイ也機関との相互連携

センターが収集・保存する文化情報は、国内各地域のミュージアム、図書館、公文書館、大学、

企業、文化財ホルダー(寺社等)を対象として、.各機関と幅広ぐ情報連携できる仕組みや制度を構

築する。また、既に文化情報を集約管理運用しているデジタルアーカイプ/データベース等と、シ

ステム連携/接続することで、利活用を促進・加速する仕組みを講じる必要がある。

③普及啓蒙・国際発信(情報発信基盤)

日本文化の国内外への発信力を強化するため、統一のゲートゥエイ(文化情報ポータル)等によ

る日本文化情報発信のあり方にっいて戦略化し推進する機能をセンターが担うものとする。前述の

通り、例えば、別の Europeana は、 2013年Ⅱ月時点で3,000万件の文化情報を発信している。対

して、国内の状況は、文化庁が運営する「文化遺産オンライン」がⅡ万件の情報発信に留まるな

ど、主要アーカイブの公開点数を合計しても200万件前後に過ぎない(第三部【参考資料,】参1翰。

2020年東京五輪開催を見据え、特に耐卜からの情報探索に寄与する珀本文化の発信」の強化が必

要となる。

そのためには、適正な数値目標(例えぱ、 2020年までに 2,0船万件のコンテンツをネット公開、

等)を掲げ、国全体でその枠組み構築と口ードマップづくり仲期計圃を早期に検討し、その運

用を戦略化することが急務であり、センターはこの戦略構築を継続的に行う中核基盤として機能す

ることが重要となる。

④事業創出・活用促進

上記(3Nこ述べたとおり、セン・ターが保存集約・管理運用する「デジタル文化情報」は、国内外

に向け「発信・公開」することで、「日本文化を知って、らう」ことに寄与する。加えて、日本文

化をさらに、より正確に、より深い理解を促すためには、「デジタル文化情報」を編集加工し、あ

らたなコンテンッとして再創造した「デジタル文化資産」化を進め、効果的に活用することが必要

であり、国としての重要戦略課題として位置づけ、本センターが主体的にその戦略化と実施を担う

ことが重要である。

その際、収集・保存される「デジタル文化資産(デジタルコンテンツ)」は、ある一定の条件の

もとに、教育用途、研究用途、観光用途、事業用途など、さまざまなユー舮一による活用を可能と

する。活用に対しての「条件」については、利用形態や対価、権利保有者、などの要素を考慮して

検討するものとする。
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⑤人材育成支援

デジタルアーカイプに必要となる各種人材養成のための教育の実施、各種スキルアップのための

研修の実施を可能とする枠組みづくりを推進し実践する。現在、既に「デジタルアーキビスト」の

資格は存在するが、同資格の運用主体による認定養成機関は8機関のみで、首都圏には存在しない

(第三部2 力参照)。高度な専門性を発揮する業務に従事するために、資格や学位課程の状況を更

に充実させ、あらたな雇用を生む制度を創設する。

求められる専門性には主に以下の3つの分野が考えられる。

①対象となる文化・学術分野や文化資源原物の取扱いに関する知識

②デジタル化に関する技術関連の知識

③デジタルコンテンッに関連する知的財産権を中心とする法律知識

また、特定の資格を与える制度の導入、上記の各分野ごとの育成プログラムや研修機会の拡大な

ど、デジタル文化資産領域に必要となる人材育成のための仕組みづくりについては、並行して具体

的な議論整理を継続するものとする。

⑥その他(現物保管等)

文化資源現物の保管は物理的な場所の確保が重要課題となるが、保管スペースの問題が大きく、

既存施設を有効活用すると同時に、あらたに新設することも視野に入れ、具体的方策を継続して検

副する。

3'組織体系

①設置根拠(根拠法令)

後述するあらたな法制度「デジタルアーカイブ振興法(デジタル文化資産振興法)」において、

その設置についても規定することを検討する(詳細は、第三部参照)。

②主管組織(設立推進体制の整備)

これまで民間等を含む各機関が限られた予算の中で個別に努力し担ってきた文化資源のデジタ

ル化をについて、多重投資を回避しながら本格化し、恒久保存と全国的利用を視野に入れ、かつ、

国際的にも日本を代表して発信することの大切さを考慮し、対象となる文化資源は広範囲に渡り全

国的に存在しており、また公的な資源を取り扱う側面を有しているため、国の成長戦略のーつとし

て戦略化をはかるという視点からも国として主管組織を国立の組織として位置づけるべく検討す

ることが必要である。

このような主管組織は、必要となる役割・機能を充分に検討した上で決定する必要がある。一方、
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短期的には 2020年東京オリンピックというエポックを見据え、限られた時間の中で早急、に進める

必要があるため、現時点で優先的に取り組むべき「文化立国」のための国家戦略を検討する推進母

体が不可欠である。

そのため、産官学が合同で連携する推進体制(文化庁と国立国会図書館を含む)をスタートアツ

プする。この推進体制においては、教育利用、観光利用、国際交流、事業利用など、個別機関がそ

れぞれ進めてぃる各種デジタル文化資産化施策を佑瞰しながら、「文化立国」のための国家戦略を

立案すると同時に、戦略センターとしての本センターの役割・機能・主管を具体化する0 本委員会

では、その司令塔として、例えぱ内閣官房がその役割に相応しいなどの意見もあった。

一方で、本センターが対象とする文化資源の範囲は、立法・行政・司法にも及ぶことも想定され

るため、本委員会では、これまでにないあらたな枠組みでの主管組織整備を今後検討することにっ

いても委員から言及があった。例えば、中長期的視点においては、三権から独立した主管形態や、

あるいは、将来的にはIT・テクノロジー・知財などの領域を包含するあたらしい行政組織として文

化省の設立を念頭においた主管整備、などの意見もみられた。

③恒久保存基盤整備の着手

上記の国家戦略の検討が進められる一方、多様な文化資源のデジタル化と保管庫としてのデータ

蓄積および各種デジタルアーカイブの相互連携のための基盤づくりが段階的に整備されるよう早

期に取り組むことも急務である。

そのためには、国内においては、現在までにデジタルコンテンツを最も大量に取り扱う業務実績

を有し、今後も書籍分野の文化資源の大規模デジタル化および段階的なウェブ情報の制度的収集に

取り組むことを計画している国立国会図書館が、予算面・人員面の強化をはじめとする条件整備等

の措置を前提として、この役割を担うことができるようにすることが望ましい。

④部門構成

主管組織には、①企画戦略部門、②データ管理部門(データ活用、恒久保存)、③普及啓蒙部門

(文化情報発信)、④研究部門(技術開卿、⑤育成部門(教育/研修プログラム開発)、⑥デジタ

ル化部門(デジタルデータ整備・法的検討・権利処理)等の役割を担う部門を設置し、広範囲な文

化資源の、「デジタル文化情報」化、「デジタル文化資産」化の促進に寄与する。

⑤連携組織体制

主幹組織は、関係する行政組織(内悶府、文化庁、総務省、文部科学省、経済産業省、国土交通

省、外務省など)と連携しながら推進する体制を構築する。また、国内地域に存在する、博物館、

美術館、図書館、公文害館、大学などの機関との晴報共有やシステム連携のほか、人材育成/教育

について相互連携できる仕組みを検討する。
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既に独自の活動を進め、拠点となりえる地域については、早期に連携体制を構築する。例えぱ、

文化資源を数多く所有し、既にΠ日・わたしのしごとE創をはじめ産学官連携でデジタルアーカイ

ブを推進する「京都」や、東日本大震災アーカイブ構築が進む東日本地域の拠点となる「仙台」な

ど、西と東にそれぞれ拠点となる地域を選定し、既存施設の活用を含めたオールジャパンな拠点連

携体制を検討することが重要である。

また、集約したデジタル文化資産の活用面では、一部業務委託など民間組織との連携についても、

推進の枠組みを今後検討課題とする。

⑤財源(予算確保)

量・質ともに充実化をはかるためには、デジタル化/デジタルコンテンツ化に多額の費用が

必要となることなどを考慮すると、これまでにない異次元の予算が必要であろうと想、定される。

そのために、センターが管理するデジタルデータを一般利用者が有償で利用(商用利用など)

することも想定し、その収益は、センターの運営費として活用することを検討する。ただし、

センター運営費すべてをまかなうことは困難であり、文化立国を提唱する国として基本運用財

源を賄うことは当然であろう。。

具体的には、重要政策のーつとして、「骨太の方針(経済財政改革の基本方針)」や「成長歳

略」に組み込むことで、継続豹な予算確保を実施することも想定される。そのためにも、デジタル

文化資産推進議員連盟による、立法、行政への働きかけを今後さらに推進することが望まれる。そ

の他、外部資金の調達も並行して継続検討するものとする。

4.センター施設概要

センターの施設は、建物の新設を必要条件とはせず、あらたに大規模な投資を行うものではなく、

既存施設の改修や活用など、最小限の投資を前提に検討する。

東京に設置するセンターは主に「戦略構築」を担うものとし、デジタル化を推進する実作業場所

となる「工房機き剃や、データを格納するインフラ基盤は、全国地域の拠点に分散し、デジタルデ

ータの集約・収集はインターネットによる流通体制の構築を想定するが、具体的な施設内容につい

ては、引き続き継続検討をはかり決定するものとする。
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第二部基盤となるデジタル文化資産の「恒久保存」と「活用」の在り方

1.概要

「『保存と公開」基盤検討委員会(以下、基盤検討委員会)」では、センター設立に向けた、その

基盤となる「保存」と「活用」の在り方にっいて検討を行った。具体的には「aH呆存(恒久保存基

盤実現に向けた技術基盤整備)、②対魚となる文化資源の範囲、③活用(デジタル文化情報および

デジタル文化資産の活用)、④必要となる人材イ捌の4点を中心に検討を実施、一定の合意が形成

された。以下、それぞれの課題・問題意識と今後に向けた方策など、検討内容を記す。

2.保存(恒久保存基盤実現に向けた技術基盤整備)

①恒久保存基盤の必要性

現在、文化資産領域のデジタルデータは、ミュージアム、図書館、公文書館、大学、寺社、企業

など、個別の機関・組織が独力で保有してぃるが、データフォーマットやプラットフォームが時代

時代で変容してぃくことに対応する資金課題や、人事異動等に伴う継続的担当者の不在など、保存

体制の持続性は脆弱である。また、デジタルデータは瞬時に消失する危険性があり脆弱であるにも

関わらず、現在流通する記憶メディアには長期保存の信頼性がない。

社会全体でコストダウンをはかり、冒本の貴重なデジタル文化資産データを持続的に活用するに

は、国として安全堅牢な恒久保存環境を構築することが急、務である。そのためには「①あらたな恒

久保存メディアの開発 ao0年1000年保存メディア等の開発)」と「②データ読み替え技術開発(マ

イグレーション、エミュレーション等)」を、長期的視点'短期的視点の両輪でとらえること力切干

心である。

このような恒久保存環境は世界的にも例がなく、一部先進的な技術開発の例が出始めてきている

段階である。各研究機関や民間企業の最新技術をとりいれっつ、また世界的な動向も注視しながら、

最善の方策.技術開発を日本発のワールドスタンダードとして確立し、世界の見本となるべく先行

投資することは、国際社会の中で日本にとって大きなアドバンテージとなる。

②恒久保存の方策

記録デバイスとしての恒久保存メディアは、近年、100年あるいは 1000年保存が可能と謡うメデ

イアの開発が研究機関や民間企業で進みっつぁる。ガラスの封じ込めにより接点腐食を防ぐことで

長期年数での保存が可能という仕組みのほか、シリコン半導体を利用した仕組みなど、幾っかの先

進事例が登場し、技術的な裏づけもできつつぁる。

しかし一方で、これら桓久保存メディアはその性質上、民問企業の大量生産には向かないためビ
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ジネスモデルとして成立しにくく、研究レベルとして一過性のものに終始してしまい、飛躍的な技

術開発が進まないという側面がある。そのため、貫重な文化資産データを保存継承するという目的

においては、国がこの仕組みづくりに投資し、環境構築を先導することが重要である。

デジタルデータの「読み替え」技術開発については現段階では「エミュレーション」や「マイグ

レーション」などの方策が考えられる。「エミュレーション」は、ある時期ある目的のもと作られ

たシステムから、異なる時期や目釣で作られるシステムでも実行できる(データがきちんと読める)

仕組みのことで、あらゆるシステムに対応する読み替えが可能であれぱ、理論上はデータが恒久的

に保存できるというものである。

「マイグレーション」は、古いシステムから新しいシステムに短いスパンでデータをコピーし続

けることで、常に新しい環境でデータを読めるようにする仕組みである。ただし、コピーの周期に

よっては、読み出しゃ書き込み速度、データ量の増大などにより、コピーそのものに時間を要する

ことになり、コピーが出来ず破綻する危険性を伴う。

「エミュレーション」「マイグレーション」いずれの方策においても、各個別機関単独で継続的

に行うには資金面等多大な負担と労力を要する。そのため、国として価値あるデジタル文化情報や

デジタル文化資産の恒久保存・継承・公開・活用のため、共通のプラットフォームとして必要とな

る技術開発と体制整備を推進することが重要である。

階診泉メディアによる恒久保存」「エミュレーションによる保存継承」「マイグレーシヨンによる

保存継承」の3つの方策を軸とし、さらには分散型保存環境も並行して整備しつつ、長期的・短期

的の両面で段階的に技術開発を行っていくことが必要となる。さらには、ここで運用する恒久保存

の方策には、保存・格納されているデジタルデータがどのようなものであるか把握するため、常に

見える化できる機能を持ち合わすことも重要な観点となる。

3.対象となる文化資源の範囲

①文化資源の領域

文化資源の領域は、文化財(国宝、重要文化財、絵画、工芸品、仏像、民具、建築、無形文化財

等)や文化的記録(書籍、写真、映画、レコード、テレビ番組、脚本、諸資料等)など、多岐に

渡り広範囲である。これらすべての文化資源を一度にデジタル化することは現実的には無理である

ため、センターが受け入れる紋寸象とする)基準を設ける必要がある。その基準の判断要素と想定

されるポイントを以下に記す。

①範囲や領域を絞り込むこと無く「定義しない」ものとしスタートする。

②活用を前提にデジタル化に値するものを高い優先順位の対象とする。

③劣化・消失危機にあるなどの緊急、度の高いものを優先する。
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④社会的価値の高いもの(国宝、重要文化財、その他)を優先する。

⑤民問等がデジタル化L、また保有するデジタル資料を所有者の希望により受け入れる。

これら優先順位を決めるための判断要素はさらなる検討が必要であり、それらを検討・決定する

ための枠組み(専門家・有識者による委員会設立など)をあらたに設けることが急、務である。

(2)公的資金投入によるデジタル化

「範囲や領域」の層別を「定義しない」場合、「公的資金によってデジタル化されるもの(され

たもの)」と「民間資本でデジタル化されるもの(されたもの)」という層別も検討する。前者は原

則無償で受け入れ(デジタルデータの納品義務イ扮とし、後者は一定の条件(社会的価値あるもの、

本物信愚性、品質面、最低限のメタデータ付与など)をクリアし、かっ、センターが主体的・戦略

的に整備するデジタル化の口ードマップに合致するもの、などを対象とする。

(3)その他対象範囲

有形の文化資源だけでなく無形の文化資源も対象とする。また、近年増加傾向にある、最初から

デジタルで形成される文化資源(ボーンデジタル)も対象とする。

また、対象とするのは「日本の文化資産」であるが、その範囲は、'さまざまな解釈・定義がある

ため、当面、日本国内で所有しているもの、及び、過去に日本で制作され現在は海タ"こ保有されて

いるもの、を中心にスタートし、今後、段階論で範囲拡大の可否を検討するものとする。また、既

にある一定のデジタル化が進んでいる自然史系領域にっいても、今後対象範囲とするか否かを継続

検別'が必要であろう。

また、センターが稼働し収集・受け入れが進む過程で、自ずと対象とする文化資源の範囲が淘汰

されてぃくことも想定されるため、スタート当初はあえて対象範囲を強くは絞らない(「定義しな

い」)という方針・も選択肢のーつとする。いずれにしても、対象範囲選定の基準づくり・優先順位

付けを行うには、まずは国内の文化資産の全体像を把握することが急務であり、そのための全国調

査を早期に実施すべきである。

4 文化資源のデジタルによる「活用「活用 について

①文化資源・文化情報・文化資産の定義

本書においては「文化資源」と「文化情報」と「文化資産」は、それぞれ以下のように定義する。

①文化資源

広範囲にある「文化財」や「文化的三哉剥などの現物(無形含む)を指し、将来文化的価値

がうまれる可能性があるものも含む。
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②デジタル文化情報

「文化資源」をデジタル化レ情報化したもの。

「情報公開・発信」に寄与するもの

日本文化を広く国内外に発信する基盤(ポータルサイト等)での活用

③デジタル文化資産

「デジタル文化情報」を編集(コンテンッ化)し、多用途で活用するもの。

「コンテンッ・サービス」として活用するもの

集積した「デジタル文化情報」を編集・加工し新たに創造されるもの

②「活用」の層別

「上記(D、②③」の「活用」には、教育活用(日本文化・歴史教育等、教育機関での活用)、研

究活用(大学・博物館ほか)、観光活用(文化による地域活性化・街興しなど事業活用)、その他事

業活用(商業利用の素材として活用、それ自体が事業創出を生むものとして)などが想定される。

利用者がΠ青報」にアクセスし珀本文化をまず情報として知る」というきっかけづくりのみなら

ず、さらに、より深く、正しく、楽しみながら日本文化に接し理解を促すために、より精確なデー

タの記録・取得や、それらデータを使った臨場感ある映像体験など、最新の画像表現技術を駆使し

たコンテンッづくりの推進が国として重要となる施策である。

(3)「デジタル文化情報」の公開・発信(メタデータ等、データ仕様の策定)

国内外にあるさまざまな「デジタル文化情報」を、一般利用者が横断的に簡易にアクセスでき網

羅的に情報にアクセスすることができる仕組みを早期に整備する必要がある。「デジタル文化惰報」

は、一元的に集約することが望ましいが、すでに点在するさまざまなアーカイブシステム間を接続

することで、集約管理することなく増殖が可能なシステムを講じることも有効な手段であると考え

られる。それらシステム連携には、メタデータ等のデータ仕様の共通化など課題があり、過去、関

係する組織・機関を中心に議論されてきたテーマだが決定打は無く、今後も解決に向けた策の検討

が重要である。

メタデータセットには200から300もの項目が必要となる場合もあるが、横断的なシステム連携

には最低限の項目のみ整備し、できるだけ単純化した設計にすることが望ましい。また、管理者が

少ない文化財保有者にとって、メタデータの觜蒲は労力がかかるため、何らかのインセンティプを

工夫する必要がある。「メタデータの自動付与」を将来的に研究開発することも念頭に検討する必

要があるだろう。

(4)データの集約と発信(センターの役割・機能の範囲、目標値の設定)

デジタル文化情報をどのように活用していくかの主体性・戦略性を、センターの機能とし担うこ
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」

とは、本センター設立構想において最も重要な役割である。センターが提供する「情報発信基盤(ポ

ータル)」では「誰が、何を、どこに、保有しているか」という基本となる所在情穀を一元化し、

実際にそれらデータを「活用」する際には、権利処理を含めて、それぞれのデータ保有者と個別に

交渉を行う運用を想定することが望ましいと考えられる(センターが権利処理を代行することはス

タート当初は想定しない)。ただし、センター自体が収益を生み採算性を伴うことは、デジタル化

を促進する資金獲得という意味で重要であるととらえ、権利処理手続きは、「有償・無償」両方で
r

の利用シーンも想定しながら今後継続検討する。

特に海外からのアクセスに応える措置として、多言語化の促進は重要な要素となるため、国とし

ての支援.強化が必要である。文字だけでなく、直感的で見た目でも意図が伝わるインターフエー

スやデザインを取り入れることも重要なポイントであろう。

日本の文化情報の世界への発信の御旗を掲げることは重要であり、(EUのヨーロピアーナが3000

万件であることに対し)日本の数値目標を設定し、国内全体で気運を醸成することが肝心である。
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5.まとめ

本小委員会では「保存」と「公開い活用」に視点をおいた基盤整備に必要な課題抽出、今後の方

向性にっいて検討した。「保存(恒久保存)のプラットフォーム」と「活用のプラツトフォーム」

の2つのデジタルプラットフォームを国として早期に整備し、そのプラットフォームを各文化資源

保有者(ホルダー)が積極的に利用することがメリットになるようなセンターの在り方を検討する

ことが重要である。

第三部デジタルアーカイブ振興に向けた法制度の在り方

1.概要

「活用に向けた権利課題/法制化検討委員会(以下、法制化検討委員会)」では、デジタルアー

カイブを促進・振興する法制度の在り方について検討を行った。具体的には、まず初めに、デジ

タルアーカイブに関する国内及び海外の現状を確認した(第一段階)。次いで、それらの現状を踏

まえて法的課題を項目の形で洗い出した上で、検討を加えた(第二段階)。その結果、以下の通り、

今後デジタルアーカイプ振興を目的とする法制度(デジタルアーカイプ振興法(デジタル文化資産

振興法))にっいて検討を進める際の大きな方向性について、一定の合意が形成された。



2.現状の確認(第一段階)

まず第一段階として、以下の8項目について現状の確認を行い、法的問題点として指摘される点

や考えられる内容について把握に努めた。

ア日本のデジタルアーカイブ総休のデジタル資料数(内公開数)及び日本におけるデジタルアー

カイブ推進施策の現状(デジタルアーカイブ予算規模のラフな推計を含む)

日本の主要なデジタルアーカイブ靴H本のデジタル資料数(メタデータのみの資料を含む)は速殺

値で約4,600万点(そのうち、画像などの視覚的なデータは約470万点)、そのうち、インターネ

ツトで公開されている資料数は約190万点を超える程度であるとそれぞれ推計され、別の

EⅧ叩舶始や米国国立公文書館などの規模と比べるとなお大幅に下回ると指摘された促峨叩eana

がインターネットで公開する資料数は2013年H 月時点で3,000万点を超えている)。特に、既存

デジタルアーカイブ相互の接続/横断検索の提供はなお不十分である(※後掲【参考資料J参照)。

次に、凹本の主なデジタルアーカイブ推進政策は、①国立風会図書館の資料デジタル化事業、

②国立国会図書館サーチ、③東日本大震災アーカイブ「ひなぎく」、④文化遺産オンライン、⑤メ

ディア芸術デジタルアーカイブ事業、⑥国立近代美犲M官フィルムセンターでのフィルムデジタル

化事業などであり、公開資料に基づく予算推計の速報値としては、平成25年度予算額として5億

3,000万円(平成26年度予定額は5億2,100万円)であることが確認された信潤冊よ後掲【参考資

料】参照)。

イ周辺法制の確認

公文書管理法、国会図書館法、図書館法、博物館法及び文化芸術振興基本法の5つの法令につい

て、その法構造を確認するとともに、デジタルアーカイプに鬨する規定(特に利用に閧する規定)

が少なく、分野横断的なデジタルアーカイブの法的枠組みは見当たらないことなどが確認、され

た。

ウ国会図書館オンライン資料収集に関する制度現状

インターネットで公開される電子書籍・電子雑誌等を対象に、平成25年7月1日よりオンライ

ン資料の収集・保存を開始したこと(当面は無償かつD則のないものに限定)、平成26年2月21

日時点で電子雑誌を中心に349タイトルを収集済みであることなどが確認された。

エオープンデータ関連

(ア)オープンデータ政策の現状(日本・EU ほか)

別では、公共セクターの保有する情報についてオープンデータ義務を課す欧州PSI(公共セクタ
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一情報)再利用指令が2013年6月に改正され、そのオープンデータ義務対象に、公的な美祁M官

博物館.図書館等の文化芸術分野の公的アーカイブを含むものとされたこと、他方、日本でも内

閣府口総合戦略本部や総務省を中心にオープンデータ政策への取り組みが進められているが、法

律により国や地方自治体に対しで情報の再利用促進を求める動きにはなっていない上、そもそも

文化芸術分野に関してほとんど議論の対象になっていない状況にあることが確認された。

(イ)デジタルアーカイブにおけるパブリックライセンス付与の実施例

先行するEurope帥aの運用として、参加する文化施設には収録データの著作権の状態の明示ψ

リェイティブ.コモンズやPD(パプリックドメイン)マーク等)と共に、メタデータにっいては「CC

0」により完全な権利放棄を求めていることなどが確認された(2013年時点で収録作品の64%が何

らかの権利表記)。

オデジタルアーカイブにおけるメタデータの動向

国内の動きとして、①国立国会図書館が、ダブリンコアを基礎としたメタデータ標準「国立国会

図書館ダブリンコアメタデータ記述ΦC-NDL)」を定めていること(ただし、書籍のためのメタデ

ータか)や、②電通がデジタルコンテンツ全般に関するメタデータ体系ゆigitalRi帥tpemiS■i伽

Code ΦRPC)」を提唱していること、③総務省「知のデジタルアーカイブに関する研究会」におい

てまとめられた「デジタルアーカイブの構築・連携のためのガイドライン」(2012年3月)では、

国立公文書館による「デジタルアーカイプ・システム標準仕様書」を参照し、最小限の目録情報と

して「1D」「年代(作成年度)」「資料名」「作成者倍"署名)」「備考等」の 5項目が挙げられている

ことなどが確認された。ただし、デジタルアーカイプ全般におけるこれらのメタデータ付与はな

お不統一,不十分な状況である旨の指摘がされた。

カデジタルアーキビスト育成

(ア)育成の現状と課題、デジタル・アーキビストに求められる資質

岐阜女子大学を中心として運用される「デジタル・アーキビスト」資格が既に存在すること(た

だし、同資格の運用主体による認定養成機関は8機関のみで、首都圏には存在しないこと)、これ

からのデジタル・アーキビストには、①当該文化芸術分野の知識、②知的財産権を中心とする法

律分野の知識、③デジタル化に関する技術分野の知識など多様な知識と技術が求められけこだし、

必ずしも全て同一人物が備える必要はない)、修士レベルの専門性が求められることなどが指摘さ

れた。

(イ) EU におけるアーキビスト育成

別全体でのアーキビスト育成の取り組みは見当たらないこと、英国では、アーキビストが専門

職として位置付けられ、政府の設立する Nationalcareer service においても、アーキビストとし

て就業するためには、アーキビストの職業団体である The Archives and Records Associatlon の
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公認する大学院のプログラムにおける学位が必要とされているであろうと紹介されていることな

どが確認された。

キ権利処理問題

(ア)裁定制度運営の現状と課題

文化庁長官が行う権利.者不明の作品に対する裁定制度の要件のうち、権利者を見つけるための

「相当な努力」のハードルが高いことが申請者にとって過大な負担となっており、利用件数が低迷

していること伸請中の利用などを導入した平成21年改正以前は一度も申請のない年もあり、改

正後も、年間30件前後で推移している)が指摘され、そのため、「相当な努力」の緩和を検討中

であること、裁定による利用が認められた後、事後釣に権利者が判明する割合は0.1%未満である

ことなどが報告された。

(イ)EUにおける孤児作品対策の現状

別孤児作品指令が2012年10月に採択され、権利者不明作品について非営利のアーカイプ施設が

入念な調査を行った上でデジタル化及びネット配信を行うことが権利制限の対象となり、権利者

の許諾を得ることなく実施可能となる予定であること(2014年10月までに各国法により導入)、

同指令は、必ずしも「事前」の補償金支払を義務付けるものではないこと休削賞金の支払は必要だ

が、各国法の規定次第で、事後(権利者が現れた後)の支払とするこ,とも可能)などが確認された。

(ウ)米国における孤児作品対策の現状

2008年に孤児著作物法案の内容(①利用前に適格な調査を誠実に行ったが権利者を見つけられな

かったこと、②利用前に「利用通ま叫を登録することなど一定の要件を充たして利用した者につき

(要件充足性は個別のケース毎に判断)、その法的責任を免責(非商業的な利用かつ権利者からの

通知後直ちに利用を停止した場合には全部免責。その他は原則として一部免責)や、別孤児著作物

指令の採択などを受け、2012年10月以降、再び孤児著作物対策の立法化の機運が高まっているこ

となどが報告された。

(エ)所有権・肖像権のオーファン問題

アーカイプの現場では、著作権者不明作品問題に加え、所有権者不明作品問題(例えば、記録映

画フィルムにつき所有者不明のものが多数存在するが、所有者不明フィルムの寄贈を受け付けな

いという国立近代美術館フィルムセンターの運用もあり、散逸したりデジタル化がなされないま

まフィルムの劣化が進みかねない状況にあること)や肖像椛者不明作品の問題哨像権侵害に関す

る最高裁判_決の基準が不明確である上、写真や映像からは多くの肖像本人が誰なのか判読するこ

とが困難であるため、権利処理が不可能であり、肖像の写った写真・映像の公開が進まないこと)

がデジタルアーカイブ化促進の法的障害となっていることが指摘された。
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ク日本コンテンツの公的翻訳・字幕補助制度の現状

公的な翻訳・字幕補助制度として、①クールジャパン・コンテンツ海外展開等促進事業(J-LOP)

や②現代日本文学翻訳・普及事業などがあるが、①は日本初の映像コンテンツの海外商業展閉を

念頭に置いており、必ずしもデジタルアーカイブにおける多言語発信との関連性が高くないこと、

②は平成25年度までで廃止が決定している事から、現状では、デジタルアーカイブの多言語発信

に関する公的な補助制度は見当たらないことが確認された。

3.デジタルアーカイブ振興法創設のための法的課題の洗い出し及びその検討

上記2.の現状確認を踏まえ、下記の①乃至⑭の検討事項をデジタルアーカイブ振興法創設のた

めの法的な課題として洗い出し、検討すべき課題事項として親委員会へ上申した。その上で、親

委員会での議論等もふまえっつ、各検討項目にっきそれぞれ以下の方向性で検討を進めることに

ついて、大枠において一致をみた。

①(法の目的)

目的は、特定施設の設置ではなく、国内のデジタルアーカイプ全体の充実と国内外での相互接続を

振興する諸制度を整備することで、ビジネス・研究・教育の振興並びに日本の文化発信の豊富化を

はかるとすべきか

上記の目的を前提にしながら、前向きに検討を進めるべきである。その際、諸外国からの適切な

理解を促すという外交戦略上の位置づけなども考慮されることが望ましい。

②(対象)

対尿となるデジタルアーカイブは、'細本で市Ⅲ乍されたか日本に所在する)文化資産・公文書・デ

ータなどのコンテンッ及びそのメタデータ全般の保存・修復及び公開活動を想定すべきか

上記を前提に、親委員会及び基盤検討委員会での議論・意見もふまえながら、具体的な検討を進

めるべきである。その際、原資料との関係(特に原資料の保存との関係)についても合わせて整理

することが望ましい。

③(デジタルアーカイブ整備の中期計画が存在しない現状に対して)

国にデジタルアーカイプの振興に関する(数値目標を含む5年問毎の)基本計画の策定義務を課す

べきか

最終的な是非は個々の政策の詳細次第だが、デジタルアーカイブの振興に関して取り組むべきー
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連の政策にっいて、横断的な枠組みとして、数値目標を含む基本計画の策定を国に義務付けること

を前向きに検討すべきである。

④飼じく)

国にデジタルアーカイブ基本計画の策定と実施を主管する担当官を置くと共に、その実施を担う施

設を設置する旨を規定すべきか

デジタルアーカイブ振興のための政策を円滑に進め、風家的な取り組みとして分かりゃすく位置

付けるため、検討を進めるべきである。

⑤(デジタルアーカイブでの公開点数やデータ再利用が不十分と言われる現状に対Lて)

国・自治体に、文化芸術分野のオープンデー'タ政策を促進すべき努力義務を課すべきか。更に、公

的アーカイプや公的助成を受けた文化芸術事業にデジタルアーカイブ公開を原則として義務づけ、

かっ可能な範囲でのパプリックライセンスの付与やメタデータの付与を義務づけるべきか

デジタルアーカイプでの公開点数やデータの再利用を促進すべく、別での先進的な取り組み(欧

州PS1再利用指令の改正やEⅢ叩ea船でのパブリックライセンス、メタデータ付与の実韻等)を参

考としっつ、どのような制度がありうるか、パブリックライセンスの内容や、付与を義務付けるメ

タデータの具体的な項目を含む具体的な内容について、前向きに検討を進めるべきである。

⑥(デジタルアーカイプの相互接続や公開点数が不十分とされる現状に対して)

公的アーカイプや公的助成を受けた文化芸術事業にデジタルアーカイブの相互接続を促進する努

力義務を課すべきか。更にアーカイプ公開されたコンテンツについての特定団体への通知倖艮告)

を課すべきか

⑤と同様に、各義務の内容や対象範囲次第ではあるが、その具体的な内容にっいて、前向きに検

討を進めるべきである。

⑦(孤児著作物が極めて多く活用が進まない現状に対して)

孤児著作物対策として、公的アーカイプでは事前の裁定及び事前の供託金不要での、デジタル化と

公衆送信を可能とする制度を導入すべきか

主として商業利用を念頭に置く裁定制度とは別の制度として、公的アーカイブのための孤児著作

物対策にっいて、非営利目的利用への限定等の方法により、平等原則に即して民間企業との公正性
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積極的に進めるべきである。なお、絶版著作物にっいても同種の制度の是非を検を担保しながら、

討すべきである。

⑧(同様に)

孤児著作物対策として、文化庁長官の裁定制度の調査要件緩和、及び民間委託ないし代行を可能と

する制度を導入すべきか

⑦の公的アーカイブのための孤児著作物対策制度だけでなく、民問の商業利用の場面における対

策制度の必要性及びその内容にっいて、近日中に実現される見込みの文化庁長官の裁定制度の調査

要件緩和の内容を踏まえつつ、前向きに検討すべきである。

⑨(所有権・肖像権の権利者不明作品も多く、デジタル活用を阻んでいる現状に対して)

所有権・肖像権の権利者不明作品にっいて、活用促進の法制度を設けるべきか

孤児著作物問題と比べ、まだ法的な検討が十分に進んでいない分野であるが、何らかの法的措置

により対応策を講ずべき喫緊の問題が存在することから、その法的枠組みや対象とする範囲を含め、

具体釣にどのような法制度が考えられるか、前向きに検討すべきである。

⑩(デジタルアーカイブの人員不足が指摘される現状に対して)

デジタルアーキビストの育成に関し、資格者への名称独占制度を導入すべきか。同時に国

に教育や研修機会拡大の努力義務を課すべきか

両者は併存可能であるので、デジタルアーカイブの人員不足の解消に向けて、いずれにっいても、

並行して前向きに具体的な検討を進めるべきである。

⑪(潜在的な文化資産を公的なアーカイブとして公開・活用しにくい阻害要因がある現状に対して)

文化資産保右者(ホルダー)に対して、文化資産を公開・活用しにくい要因(予算不足、防犯課題、

相続税課題など)を緩和するため、予算措置のほか、寄付金免税対象の拡大や固定資産税・相続税

減免等の税制優遇措置等をとるべきか

貴重な文化資産のデジタル化を大きく促進しうる政策であることを前提に、具体的にどのような

法制度・法的措置が考えられるか、実現可能かという点について、前向きに検討を進めるべきであ

る。
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⑫(アーカイプの多言語化が不十分な現状に対して)

国・自治体に、デジタルアーカイブの多言語発信(字幕付与等)の補助・促進に関する努力義務を

課すべきか

①の目的に照らし、デジタルアーカイブの多言語発信を促進すべく、前向きに具体的な検討を進
ι

めるべきである。

⑬信妾外国のデジタルアーカイプとの相互接続が進んでいない現状に対Lて)

公的アーカイブに、諸外国のデジタルアーカイブ(EⅢ叩ea船等)との相互接続に関する努力義務

を課すべきか

25

諸外国のデジタルアーカイブとの相互接続を進めるべく、前向きに具体的な検討を進めるべきで

ある。

⑭(次世代型アーカイプの研究促進のために)

国に、検索技術を含むデジタルアーカイプ関連の技術及びビジネスモデルの研究を振興する努力義

務を課すべきか

検索技術を含む次世代型アーカイブに関する研究を促進すべく、前向きに具体的な検制を進める

べきである。

、
.



【参考資料】

1.日

①総体の推計

D デジタル資料数

a)メタデータのみを含む

b)画像/コンテンツ閲覧可能なものに限る

2)公開数(上記 1)-b)のうちインターネッ

約 190万点

のデジタルアーカイブ総のデジタル資

②個別のデジタルアーカイプ状況

<国立国会図害館関係>

1)国立国会図書館

デジタル化資料の提供状況

インターネット公開数

館内提供数

△升

/公綱

:約 4,600 万点

約 470万点

ト公開しているもの)

2)東日本大震災アーカイブ「ひなぎく」(2014年3月12日時点)

2,510,6船件検索可能数

291,290 件W此閲覧可能数

96,179 件館内限定公開

(平成26年3月時点) 1

48万件

183万件(※推計上は非公開と認識。)

231万件

3)国立国会図書館サーチ2

国立国会図書館と連携する 194のデータベースから検索できるメタデータ件数

検索可能件数:約 7,300 万イ半(メタデータ数)

国会図書館と都道府県立図書館の蔵書の重複を排除した点数:約4,180万件

(※Web閲覧可能数は不明)

<文化庁関係>

4)文化遺産オンライン

登ε剥公開件数 113,051件

】 h枇P://WWW.11dl.宮0.jWル/aboutus/di套itiZ丑tion.html
2 httPソ/iss.nd1名0.jp/本資料記載の「国立国会図書館」
目録検索システム」を横断検索対象に含む。
3 httpt//i9S,ndl.go,jp/infoTmatioTvfunotion倖1

(平成25年10月時点)

、 「e国宝」、「国立公文書館デジタルアーカイプ」、「所蔵作品総合
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上記の内画像付 46,981件(平成25年10月時点)

5)メディア芸術デジタルアーカイブ事業

平成24年度までに各分野の作品の基礎データを収集。今後総合データベースを構築。

マンガ分野:260,000冊の単行本データ

アニメーション分野:9,000件の基本情報および詳細情報

ゲーム分野,:14,000件の基礎データ

メディアアート分野:5,000件の催事のりストを作成(※メタデータと認識せず)

6)国指定文化財等データベース4

文化財保護法に基づき、国が指定・登録・選定した文化財等の情報を、「名称」、「分類」、「都

道府県」、「指定等区分』、「所有者」、印訓tj、「地図」等で検索可能

登録件数:29,612件(※画像付の件数は不明)

フ)国立文化財機構 e国宝5

登録件数:1,057件(全て画像閲覧可能)

8)国立美術館所蔵作品総合目録検索システム6

登録件数:36,876件(2013年3月25日時点)

画像付件数:玲,212件

9)国立博物館

所蔵作品撮影フィルムのデジタル化、デジタル撮影の実施

所有数:96万件(東博:32万、京博:26万、奈良博:36万、九博

東博Web公開数:約 81,000件(2013年2月時点),

京博Web公開数:約 5,500件(20H年3月時点) 8

奈良博W此公開数:約 100,000件9

九愽Web公開数:約 340件(2014年3月時点推計) W

27

10)日本芸術文化振興会文化デジタルライブラリー U

゛ http:/n{unishitei.bunka.音0.jP小Sy3/indel_PC.asp
5 h此Pソ/WWW.elnuseuln.jp/
6 h此P://5ea即h.artmuseums.go.jp/ h此P://S巳且τCh.田'tmU5eums.宮0.jP屯且iyoU他0130325.html
7 ht如:1/webm'chives,tnm.jp/i鵜三SeaTch/
8 h此P;//W、UW.kyohaku.go.jp/ル/syuzoU允atal0宮Ue」1tml
9 h此Pリ/WWW.n31,ahaku.go.jp/alchNes/別に「収蔵品データベース」があり約 1,300件を検索可能0
10 ht如:nd・紅Chive.kyuheku.jp/公表数値は作品数であり、各作品は複数枚の画像を閻覧可能。本資料での推計では、①1乍品あ
た"5点の画像があると仮定して計算した。

2 万)

、
゛



登録件数;

公演関係5,280公演(写真、扮装図鑑、映像等館内公開のみ)

錦絵:2,225件(以下、画像により Web公開)

ブロマイド:6,951件

能楽資料(文献・絵画):2,000件

文楽資料(番付):5Ⅱ件

劇場訓蒙図業(しばいきんもうずい):1件

ID 新国立劇場情報センター所蔵資料検索謡

登録件数;

図書:51,476 件

視聴覚資料:272件

衣装・小道具・ポスター等:13,081件

公演記録映像:551点

(メタデータのみ。閲覧は館内に限定)

12)東京国立近代美林テ館フィルムセンター所蔵映画ワイルム検索システム13

登録件数;

日本劇映画:6,116件(平成 26年2月末時点)

(メタデータのみ)

<その他>

13)国立公文書館デジタルアーカイブU

検索可能件数 3,193,488 件

画像閲覧可能件数 870,9Ⅱ件

14)国立科学博物館標本・資料統合データベース狐

検索可能件数:1,060,734件

(※画像付の件数は不明)

15)放送番組センター16

11 h仕P;//WW、U2.nu.jac.go.ip/dglib/
12 h此P://WWW.nn比.jac.go.jP伯njoyn北r日虻y/search/
」3 h此Pリ/nfcd.momat.宮0,jp/
W h此P://WWW,d地北al,archiV部.EO.jp/本資料に記載したのは実際のデータベースで検素可能な数値であるが、①目録データ 135
万件、②画像データ 15羽万コマ(13万件分)とする資料もある。
16 h此P://db.RahakU名0.jp/wobmuseum/

28



放送法の指定を受けた放送番組専門のアーカイプ施設。NHK、民放局のテレビ・ラジオ番組、

CMを一般に無料で公開。閲覧は施設内のみ。大学との取り組みにおいてストリーミング配信

を実施。

H,601件テレビ番組保存本数:20,0鴨件、 公開本数

3,7船件公開本数ラジオ番組保存本数; 4,195件、

9,327 件公開本数:CM

2,6認件公開本数:ニュース映画

2.クールジャノ{ン・コンテンツ'外

①事業概要

ローカライズやプロモーション等、日本のコンテンツの海外発信に対する総合的な支援を実施

することにより、「日本プーム創出」に伴う関連産業の海外展開の拡大、観光等の促進につな

げることを目的とする。

NP0法人映像産業振興機構(ⅥPO)が受託し、事業を実施。

2013年3月より募集開始。 2015年3月末が交付決定期限。 2015年10月31日までに助成金

支払が終了する事業が対象。

②応募条件"

D 対象事業者

日本の法令に基づき設立された法人

日本国民または永住者

2)対象コンテンツ

日本の法令に基づき設立された法人によって製作され、かっ日本風民または永住者その製作

活動に主体的に閧わっており、主たる言語が日本語であり、その法人が著作権全部またはー

部を有しているコンテンツ。

日本国民または永住者によって製作され、かつその製作者が著作者であり、主たる言語が日

本語であり、その個人が著作権の全部または一部を有しているコンテンツ。

外国との共同製作の場合は、日本の法令に基づき設立された法人、および日本国民または永

住者が、その製作活動に主体的に関わっており、主たる言語が日本語であり、著作権の全部

または一部を有しているコンテンツ。

審査委員会が「日本プーム創出」の効果が極めて高いと認めたコンテンツ。

3)支援対象コンテンツジャンル

映画、 TV価引言番組、アニメ、電子コミック、ゲーム、その他の映像コンテンツ、キャラク

14,694件、検索可能件数

3,7船件、検索可能件数

9,481件、検索可能件数:

2,6認件、検索可能件数:

鋼促進 (゛-LOP)運用状況
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ター、一部の演劇コンテンツ18

4)ローカライズ支援対象の費用

字幕付け費用

音声吹き替え、外国語トラック追加費用

海外の文化や法律・規制上不適切な表現の編集費用

海タト利用に適したフォーマットへの編集・変換費用

楽曲の差替え費用

宣伝用紹介動画、トレーラー等の編集費用

契約交渉のための資料等の翻訳費用(シノプシス、セールスシート等)

・権利調査および耐卜契約法務費用

フ才ーマットおよびりメイクの契約交渉のためのトレーラー・パイロット版に必要な費用玲

コンテンッ内容の変更を伴わないフォーマット返還費用20

③実績数

1)ローカライズ支援、プロモーション助成の単純集計(2014年2月末時点)幻

エントリー件数:2,564件露

採択件数 :1,570 件

349 件辞退件数

不採択件数 記件

2)ローカライズ支援対象事業者数(2014年1月末時点)鉛

支援決定事業者数:124社

3)プロモーション支援対象事業者数(2014年1月末時点) N

支援決定事業者数:206社

④目標値

1)経産省(平成 25年度:64億、平成26年度:64イ創

ローカライズ支援対象のコンテンツの量(時間):6,240時間路

プロモーション件数:576件

2)総務省(平成 25年度:32億、平成26年度:321創

ローカライズ支援対象のコンテンツの量(時間):3,120時間26

,

'8 審査委員会が「日本プーム創出」の効果が極めて高いと認めたロンテンツに限る

'9 審査委員会が「日本ブーム創出」の効果が極めて高いと詔、めたコンテンツに限る
即審査委員会が「日本プーム創出」の効果が極めて高いと認めたコンテンツに限る
21 http:/h・10P.ル/news_2013・03・0別
記件数は作品単位。 1コンテンッ 1工.ントリー。映画は作品毎に、テレEシリーズもシリーズ毎にエントリーを行う。
閉 ht如:坊・10P.ルmews_2014・2・20/
2d http:/6-10P.jp/news_2014・02,24/
25 ht切:ガWWW.meti.go,jp/information_2/publicoffer/tevieW201別Pdg8h25_0183.pdf
26 httず1/WWW.soutnu.容0.jp/訂lain_contenuoo0235344.pdf
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3 日大災アーカイブの予状況

平成26年度

平成25年度

平成24年度

平成部年度

191,154 千円

185,844千円

143,859千円

900,000 千円

運用費用

運用費用

運用費用

構築費用(平成23年度第3次補正予算)

以上
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